公共施設等の引継ぎに関する協定書

東広島市（以下「甲」という。）と　　　　　　 　（以下「乙」という。）
は、乙が東広島市　　　　　　 　　　　地区に開発許可を受けて施工する
開発行為により設置される公共施設（用地を含む。）及び公益施設の新設に必要
な用地（以下「公共施設等」という。）の引継ぎについて東広島市開発行為指導
要綱（平成５年東広島市告示第４４号）を遵守の上、次のとおり協定する。

（公共施設等の引継ぎ）

第１条　乙は、工事完了後甲に引継ぎを行う公共施設等については、都市計画
法（昭和４１年法律第１００号。以下「法」という。）第３６条第１項の規定
による開発行為の工事完了届を提出する際、併せて公共施設等の引継書を甲
に提出しなければならない。

２　甲は、乙が前項の規定による引継書の提出を行わない場合は、当該工事完
了届の受理を保留できるものとする。

３　甲は、第１項の規定による引継書の提出を受けた場合は、当該公共施設等
について検査を行い、甲が別に定める基準に適合していると認めたときは、
速やかに当該公共施設等の管理を引き継ぐものとする。
４　乙は、甲が公園の引継ぎを受ける場合は、甲が公共施設等の引継ぎを受けた
日の翌日から２年間は公園の維持管理（除草など年２～３回）を行い、適正な公
園利用が可能な状態を保つものとする。

（かしの担保）

第２条　甲は、引継ぎを受けた公共施設等に施工上のかしがあるときは、乙に
対し相当の期間を定めてそのかしの補修又は損害の賠償を求めることができる。

２　前項の規定によるかしの担保期間は、前条第３項の規定により甲が公共施
設等の引継ぎを受けた日の翌日から２年間とする。ただし、そのかしが乙の
故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、２年間を１０年間と
する。
（疑義の解決）

第３条　この協定書に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定書に定めの
ない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲と乙が記名・押印し
て、各自その１通を所持する。

令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　乙　　　

